
 
 

財政計画概説 

 

１ 厚真町財政計画の概要 

厚真町財政計画については、厚真町第４次総合計画と期間を同一とし、

一般会計の平成２８年度から令和７年度を計画期間とし、参考までにその

後の推移と特殊要因を見込んだ令和８年度、令和９年度及び令和１５年度

推計を記載しています。 

また、比較基準年度は、期首年度の平成２８年度とし、平成２８年度か

ら令和６年度までは決算に基づく数値を計上しています。 

(1) 歳入推計 

・地方税は、大規模償却資産の減価償却などで中長期的に減少 

・地方交付税は、過疎債・災害復旧債の償還に係る基準財政需要額

（公債費）への算入により増額 

・減債基金等の基金は、今後の財政需要に応じて令和７年度以降も繰

入（基金取り崩し）を見込む 

・地方債は、復旧復興計画に基づく大型事業、令和７年度の勇払東部

国営事業負担金、令和８年度から令和９年度の役場庁舎及び文化交

流施設の建設事業等をピークとして、過疎債を主に普通建設事業の

財源として必要な額を計上 

・国・道支出金などの特定財源は、歳出における決算見込額の一般財

源との構成比により試算 

(2) 歳出推計 

・人件費は、職員の増加と給与改定による増額、会計年度職員制度の

開始による賃金から職員給など人件費への計上替えなどで増額とな

っているが、令和９年度以降は人員適正化の取り組みにより漸減を

見込む 

・公債費は、過疎債、災害復旧債などの償還により令和２年度から増

加を続け、令和１１年度にピークを迎え、その後は漸減を見込む 

・普通建設事業費は、厚真町第４次総合計画後期計画、厚真町復旧・

復興計画などの予定事業を計上 

(3) 地方債残高 

・地方債残高は、勇払東部国営事業、過疎債、災害復旧債などの地方

債借入れにより、令和９年度の１６５億円がピークとなり、令和１

０年度以降は漸減を見込む 

  



 
 

２ 財政計画上の特殊要因 

(1) 特殊要因 

① 北海道胆振東部地震に係る各種災害復旧事業及び厚真町復旧・復興

計画に基づく災害関連事業の執行 

② 震災以降の職員定数増及び給与制度改正による人件費の増 

③ 統合簡易水道事業に係る簡易水道事業の経営安定化に資する対応 

④ 国営かんがい排水事業の厚真町負担分の支出 

⑤ 過疎債・災害復旧債等の地方債元利償還金の負担増 

(2) 特殊要因による財政負担の対応措置 

① 歳出抑制の視点 

・人員適正化の取り組みによる人件費の抑制 

・物件費、補助費等の歳出経費の削減 

・普通建設事業の計画的な執行 

② 歳入確保の視点 

・国道支出金、補助金の有効活用 

・減債基金、その他目的基金の計画的な活用 

・地方債借入事業の精査 

 

３ 今後見込まれる大型の普通建設事業 

   令和８年度及び令和９年度 庁舎周辺等施設整備事業 

                文化交流施設整備事業 

 

４ 公債費償還の影響 

 計画期間において、災害関連に要する災害復旧債は約４３億円の借入れ

を見込み、公債費償還額については、災害復旧債などの大部分の償還が開

始する令和４年度から増加し、復旧・復興計画に基づく事業の過疎債など

と災害復旧債の償還が重なる令和１１年度が償還額のピークとなり、約１

７億９千万円の定期償還に加えて、予定する繰上償還額３億円を合わせた

２０億９千万円と見込んでいますが、その後は災害復旧債の償還完了など

により償還額は漸減となる見込みです。 

実質公債費比率（３か年平均）についても、償還額と合わせて上昇を始

め、ピークは令和１４年度の１７．７％と見込んでおり、償還額と合わせ

て漸減となる見込みです。 

 財政計画では、元利償還額の上昇を見越して積み上げた減債基金を令和

１５年度までに約２４億円を繰入（基金取り崩し）し、一部を繰上償還す

ることで公債費の償還増に伴う一般財源への影響を緩和し、財政運営の安

定化を図ります。 




